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（単位：百万円）
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399 1,645

12,632 24,058

12,205 10,428

426

80 5,627,078

62,422

9,599

1,184 62,500

27,000 62,500

3,329 62,500

16,899 70,330

1,200 70,330

3,207 不 動 産圧 縮積 立 金 568

52,839 別 途 積 立 金 40,000

△ 1,781 繰 越 利 益 剰 余 金 29,762

195,330

61,956

20

△ 42,076

19,900

215,231

5,842,309 5,842,309

平成２１年度（平成22年３月31日現在）貸借対照表

未 収 金

その他の無形固定資産

負債の部　合計

社 債

退 職 給 付 引 当 金

預 り 金

預 り 保 証 金

金 融 派 生 商 品

そ の 他 負 債

再 保 険 貸

仮 払 金

リ ー ス 債 務

価 格 変 動 準 備 金

役 員 賞 与 引 当 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

負債及び純資産の部合計

土 地 再 評 価 差 額 金

再評価に係る繰延税金負債

（ 純 資 産 の 部 ）

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

借 入 金

未 払 法 人 税 等

未 払 金

前 受 収 益

未 払 費 用

仮 受 金

そ の 他 の 負 債

科　　　　　目 金　　　額

（ 負 債 の 部 ）

再 保 険 借

契 約 者 配 当 準 備 金

支 払 備 金

責 任 準 備 金

保 険 契 約 準 備 金

貸 付 金

科　　　　　目 金　　　額

その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産

建 設 仮 勘 定

ソ フ ト ウ ェ ア

預 託 金

買 入 金 銭 債 権

有 価 証 券

コ ー ル ロ ー ン

そ の 他 の 証 券

国 債

地 方 債

社 債

株 式

外 国 証 券

現 金 及 び 預 貯 金

（ 資 産 の 部 ）

現 金

預 貯 金

建 物

前 払 費 用

未 収 収 益

そ の 他 の 資 産

資 産 の 部 合 計

貸 倒 引 当 金

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

保 険 約 款 貸 付

一 般 貸 付

金 融 派 生 商 品

リ ー ス 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地

資 本 金

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

その他有価証券評価差額金

株 主 資 本 合 計

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

純資産の部　合計
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（注） 

１．有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産と

して運用している有価証券を含む。）の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は移動

平均法）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、「保険業における「責任

準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第

21号）に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式及び関連

会社株式（保険業法第２条第12項に規定する子会社及び保険業法施行令第13条の５の２第３項に規定する子

法人等のうち子会社を除いたもの及び関連法人等が発行する株式をいう。）については原価法、時価のあるそ

の他有価証券については３月末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）、時価のない

その他有価証券のうち取得差額が金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む。）については移動平均

法による償却原価法（定額法）、上記以外の有価証券については移動平均法による原価法によっております。 

 また、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

２．デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。 

３．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

・再評価を行った年月日     平成14年３月31日 

・同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１号に定める標

準地の公示価格、同条第２号に定める基準地の標準価格及び同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評

価ほかに基づき、合理的な調整を行って算定しております。 

４．有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却は、主として定率法により、平成10年４月１日以降に取得

した建物(建物付属設備及び構築物を除く。)については定額法により行っております。 

 リース資産の減価償却は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期

間を耐用年数とする定額法により行っております。 

５．外貨建資産・負債は、３月末日の直物為替相場により円換算しております。 

６．貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次

のとおり計上しております。 

 破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に対す

る債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下「実質破綻先」という。）に対する債権については、

下記直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上

しております。また、現状では経営破綻の状況にはないものの、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認めら

れる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び

保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を

計上しております。 

 上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債権額に乗じた

額を計上しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産

監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証等

による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その

金額は374百万円であります。 

７．役員賞与引当金は、役員の賞与の支払いに備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。 
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８．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る会計基準（「退職給付に係る会計基準

の設定に関する意見書」企業会計審議会 平成10年６月16日）に従い、当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、その発生年度に全額を費用処理しております。 

（追加情報） 

 当事業年度末から「「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その３)」(企業会計基準第19号 平成20

年７月31日)を適用しております。なお、従来の割引率と同一の割引率を使用することとなったため、当事

業年度の経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。  

９．役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づき当事業年度末において発生

していると認められる額を計上しております。 

10．価格変動準備金は、価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上

しております。 

11．リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

12．ヘッジ会計の方法は、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）に従い、

貸付金に対するキャッシュ・フロー変動リスクのヘッジとして繰延ヘッジ及び金利スワップの特例処理を行っ

ており、外貨建資産に対する為替変動リスクのヘッジ及び国内株式に対する価格変動リスクのヘッジとして時

価ヘッジを行っております。 

 なお、ヘッジの有効性の判定は、主に、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動を比較する比率

分析によっております。 

13．社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。  

14．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等

のうち、税法に定める繰延消費税等については、前払費用に計上し５年間で均等償却し、繰延消費税等以外の

ものについては、当事業年度に費用処理しております。 

15．責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計

算しております。 

(1）標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示第48号） 

(2）標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式 

16．株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスを連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。 

17．無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間に基づく定額法に

より行っております。 

18．金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項 

  (1) 金融商品の状況に関する事項 

   ①金融商品に対する取組方針 

  当社は、生命保険事業を主たる事業として各種生命保険の引受けを行っており、保険料として収受した

金銭等を有価証券、貸付金等の金融資産にて運用しております。 

  資産運用に際しては、ご契約者の信頼を第一に考え、生命保険契約の負債特性を踏まえた資産・負債の

総合管理（ＡＬＭ）の考えに基づき、長期に安定した収益を確保できるポートフォリオを構築し、徹底し

たリスク管理のもと、健全性や公共性に配慮しながら取り組むことを基本方針としております。 

  この考え方に従い、安定した利息収入の確保に向けて国内公社債や貸付金等の円金利資産を中心に投資

するとともに、厳格なリスク管理の下、株式や外国証券にも一部投資を行っております。 

  なお、デリバティブ取引は、金融資産の運用に際して生じる価格変動リスク等をヘッジする目的で利用

することを基本としております。 

  また、より一層財務内容の健全性を向上させることを目的として、劣後性資金(社債、借入金)の調達を

行っております。 
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  ②金融商品の内容及びそのリスク 

  当社が保有する金融資産は、主として有価証券及び貸付金であります。 

  有価証券の種類は、国内外の公社債、株式、投資信託等であり、安定的な収益確保に加え、市場見通し

に基づく運用や長期保有による運用収益の獲得等を目的に保有しており、これらは、発行体の信用リスク、

金利、為替、株式等の相場変動による市場関連リスク及び流動性リスクに晒されております。 

  貸付金には、保険契約者に対する保険約款貸付のほか、当該保険約款貸付以外の貸付で主に国内の企業

や個人向けの一般貸付があります。一般貸付は、安定的な収益確保を目的に実施しておりますが、貸付先

の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。なお、保険約款貸付は、解約返戻金

の範囲内で行っており、信用リスクは僅少であります。 

  デリバティブ取引は、主に金融資産の価格変動リスク等をヘッジする目的で株価指数先物取引、為替予

約取引、金利スワップ取引等を行っており、投機的な取引は行っておりません。 

  デリバティブ取引には、現物資産と同様に市場リスクや信用リスクが存在しておりますが、取組みにあ

たっては、取引内容、ヘッジ対象、取引枠等の許容範囲を明確にすることにより、リスク管理の徹底を図

っております。 

  なお、ヘッジとして取り組むデリバティブ取引に対するヘッジ会計の適用については、適用要件、対象

取引、有効性の評価方法及び指定方法を社内規程に明確に定め、貸付金等に係る金利スワップ、外貨建資

産に係る為替予約取引、国内株式に係る先渡取引及び個別株式オプション等を適用対象として適正に行っ

ております。ヘッジの有効性の判定は、主にへッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析の方

法によっております。 

  ③金融商品に係るリスク管理体制 

   イ．全般的なリスク管理体制 

  当社では、生命保険事業の社会公共性等に鑑み、経営の健全性及び適切性を確保するため、リスクを

的確に把握し管理していくことを経営の重要課題のひとつとして位置づけ、取締役会がリスク管理の基

本的な考え方を定めた「リスク管理基本方針」を策定し、それに基づきリスク管理体制を整備しており

ます。 

  組織面では、リスク管理に関する一元的な体制の確立及びリスク管理の徹底を期することを目的とし

て、リスク統括委員会等を設置するとともに、各リスクを適切に管理するため、資産運用部門の投融資

執行部門と事務管理部門の分離、審査部門の独立、内部監査部門による内部監査の実施など、内部牽制

が働く体制としております。また、ＡＬＭを統制する委員会等を設置し、資産・負債の総合管理を実施

しております。 

  なお、T＆Dホールディングスを中心に、グループとしてのリスク管理体制の整備・充実も図っており

ます。 

ロ．市場関連リスクの管理 

  市場関連リスクに関しては、金利、株価、為替等の運用環境の変化に対する保有資産の感応度を把握

するとともに、バリュー・アット・リスク(以下「ＶａＲ」という。)を用いてポートフォリオ全体とし

てリスクを把握し、資金配分の見直しやリスクヘッジなどによりリスクを適切にコントロールしており

ます。 

ハ．信用リスクの管理 

  信用リスクに関しては、与信先ごとに付与した社内格付を活用してＶａＲを用いたリスクの計量化を

行い、ポートフォリオ全体としてリスクを把握・コントロールしております。また、リスクに応じて業

種や企業グループ単位での投融資限度額等を設定し、特定業種・企業グループへの与信集中を制御して

おります。 

ニ．流動性リスクの管理 

  流動性リスクに関しては、リスク管理部門が流動性の高い資産の確保の状況、キャッシュ・フローの

状況、金融証券市場の動向、個別金融商品の状況等を把握することにより管理しております。 
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  ④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。 

当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、

当該価額が異なることもあります。 

(2) 金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。 

                 (単位：百万円)  

  
貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

(1)現金及び預貯金 45,264 45,264 -

(2)コールローン 104,000 104,000 -

(3)買入金銭債権 148,085 149,424 1,338

(4)有価証券 3,747,601 3,773,489 25,887

①売買目的有価証券 5,249 5,249 -

②満期保有目的の債券 303,172 305,469 2,296

③責任準備金対応債券 1,539,741 1,563,332 23,590

  

  

  

  ④その他有価証券 1,899,437 1,899,437 -

(5)貸付金 1,423,904 1,461,131 37,227

①保険約款貸付(*1) 90,401 99,068 8,666

②一般貸付(*1) 1,335,137 1,362,063 28,560

  

  

  ③貸倒引当金（*2） △1,634 - -

資産計 5,468,856 5,533,309 64,453

(1)社債 14,000 14,082 82

(2)借入金 36,000 36,368 368

負債計 50,000 50,451 451

金融派生商品（*3） (1,193) 1,266 2,460

  
①ヘッジ会計が適用され

ていないもの 
(228) (228) -

  
②ヘッジ会計が適用され

ているもの 
(965) 1,494 2,460

(*1)差額欄は、貸倒引当金を控除した貸借対照表計上額と、時価との差額を記載しております。  

(*2)貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。 
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(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな

る項目については、( )で表示しております。 

金融派生商品の「時価」欄において、時価ヘッジに係る取引等は貸借対照表に計上されている金

額を記載しております。なお、「差額」欄に記載されている金額は、金利スワップの特例処理によ

るものです。 

  資 産 

  ①現金及び預貯金 

  時価は帳簿価額と近似していることから、主として当該帳簿価額によっております。 

  ②コールローン 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

  ③買入金銭債権 

  有価証券として取り扱うことが適当と認められるものは取引金融機関から提示された価格によってお

り、それが出来ない場合には、他の金融機関等から提示された価格によっております。 

  ④有価証券 

  株式は主として取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格

等によっております。また、投資信託については、公表されている基準価格等によっております。 

  なお、非上場株式、組合出資金のうち組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認

められるもので構成されているもの等については、含めておりません。 

  当該関係会社株式の当事業年度末における貸借対照表計上額は4,989百万円、非上場株式(関係会社株

式を除く)の当事業年度末における貸借対照表計上額は56,859百万円、外国証券の当事業年度末における

貸借対照表計上額は20,574百万円、その他の証券の当事業年度末における貸借対照表計上額は2,133百

万円であります。 

⑤貸付金 

 イ．保険約款貸付 

  過去の実績に基づく返済率から将来キャッシュ・フローを生成し、リスクフリー・レートで割り引い

て時価を算定しております。 

 ロ．一般貸付 

  変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっ

ていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、原則として当該帳簿価額によっております。 

  固定金利によるものは、元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した割引率で

割り引いて時価を算定しております。 

  また、破綻先債権、実質破綻先債権及び破綻懸念先債権については、原則として見積将来キャッシ

ュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているた

め、時価は事業年度末における貸借対照表計上額から貸倒見積額を控除した金額に近似しており、当

該価額をもって時価としております。 

負 債 

 ①社債 

  元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した割引率で割り引いて時価を算定してお

ります。 

  ②借入金 

  元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した割引率で割り引いて時価を算定してお

ります。 
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金融派生商品 

①為替予約取引において、事業年度末の為替相場は先物相場を使用しております。 

②金利スワップ取引の時価は、事業年度末現在の金利を基に、将来予想されるキャッシュ・フローを現在価

値に割引いて算定しておりますが、一部については取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定し

ております。 

③株価指数先物、株価指数オプション、個別株式オプション及び株式先渡取引の時価は、主たる証券取引所

における最終価格又は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

   (追加情報) 

  当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年３月10日)及び「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日)を適用し

ております。 

 19．賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項 

    当社は、全国主要都市を中心に、主に賃貸用のオフィスビルを所有しており、当事業年度末における当該賃

貸等不動産の貸借対照表計上額は88,181百万円、時価は99,434百万円であります。 

   なお、時価の算定にあたっては、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づ

く金額、その他の物件については公示価格等に基づいて自社で算定した金額によっております。  

(追加情報) 

  当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号 平成20年

11月28日)及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

23号 平成20年11月28日)を適用しております。 

20．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額は、8,175百万円で

あり、それぞれの内訳は次のとおりであります。 

(1)貸付金のうち、破綻先債権額は216百万円、延滞債権額は2,325百万円であります。 

 上記取立不能見込額の直接減額は、破綻先債権額130百万円、延滞債権額117百万円であります。 

 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により、元

本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却を行った

部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第

96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸付金でありま

す。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として利息の支払いを猶予した貸付金以外の貸付金であります。 

(2)貸付金のうち、３カ月以上延滞債権額は3,832百万円であります。 

 なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算日として３カ月以上延

滞している貸付金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

(3)貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は1,800百万円であります。 

 なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支

払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債権

及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

21．有形固定資産の減価償却累計額は、101,263百万円であります。 

22．保険業法第118条第１項に規定する特別勘定の資産の額は、5,424百万円であります。なお、負債の額も同

額であります。 

23．関係会社に対する金銭債権の総額は17,972百万円、金銭債務の総額は236百万円であります。 
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24．契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。 

前事業年度末現在高        44,904百万円 

当事業年度契約者配当金支払額   14,407百万円 

利息による増加等             77百万円 

契約者配当準備金繰入額      14,869百万円 

当事業年度末現在高        45,444百万円 

25．保険業法第91条の規定による組織変更剰余金額は、63,158百万円であります。 

26．担保に供されている資産の額は、有価証券（国債）135,053百万円であります。 

27．社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債であります。 

28．借入金は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金であります。 

29．保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当事業年度末における当社の今後の負担

見積額は、10,626百万円であります。 

 なお、当該負担金は拠出した事業年度の事業費として処理しております。 

30．保険業法施行規則第73条第３項において準用する同規則第71条第１項に規定する再保険を付した部分に相

当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額は９百万円であり、同規則第71条第１項に規定す

る再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額は85百万円であり

ます。 

31．退職給付債務に関する事項は次のとおりであります。 

(1）退職給付債務及びその内訳 

イ．退職給付債務             △49,980百万円 

ロ．年金資産                15,292百万円 

ハ．退職給付引当金                        34,687百万円 

ニ．差引（イ＋ロ＋ハ）                       － 百万円 

(2）退職給付債務等の計算基礎 

イ．退職給付見込額の期間配分方法     期間定額基準 

ロ．割引率                   2.0％ 

ハ．期待運用収益率               2.49％ 

ニ．数理計算上の差異の処理年数   発生年度に全額費用処理しております。 

ホ．過去勤務債務の額の処理年数   発生年度に全額費用処理しております。 

32．関係会社の株式は、4,989百万円であります。 

33．繰延税金資産の総額は、95,396百万円、繰延税金負債の総額は、32,022百万円であります。繰延税金資産の

うち評価性引当額として控除した額は、10,534百万円であります。 

 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、保険契約準備金37,233百万円、税務上の繰越欠損金22,164百万

円、退職給付引当金12,522百万円及び価格変動準備金8,685百万円であります。また、繰延税金負債の発生

の主な原因別内訳は、その他有価証券評価差額金30,892百万円であります。 

 当事業年度における法定実効税率は36.1％であり、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

7.0％との間の差異の主要な内訳は、評価性引当額△16.7％、売却等による土地再評価差額金の取崩し△14.3％、

交際費等永久に損金に算入されない項目1.0％であります。 

34．１株当たりの純資産額は、86,092円53銭であります。  
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     　　　　　平成21年４月１日から
　　　　平成２１年度

     　　  　  平成22年３月31日まで

924,689
713,674
713,530

143
166,805
134,187

32
93,035
30,633
7,166
3,319

31,525
345
745

44,209
381

32,074
903

8,097
727

2,026
879,856

706,669
298,838
159,217
104,894
86,031
57,484

202
77
77

44,943
1,400

23,482
598

12,657
538
163
33

2,314
3,753

82,764
45,400
32,264
5,105
5,523
2,507

44,832

そ の 他 運 用 費 用

保 険 金
年 金

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

有 価 証 券 評 価 損
金 融 派 生 商 品 費 用

そ の 他 返 戻 金
再 保 険 料

解 約 返 戻 金

　　  　　　　損益計算書

（単位：百万円）
科　　　　　　　目

経　　常　　収　　益

金　　　　　　　額

保 険 料 等 収 入

資 産 運 用 収 益

保 険 料

資 産 運 用 費 用

再 保 険 収 入

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

支 払 備 金 戻 入 額

退 職 給 付 引 当 金 戻 入 額

経　　常　　費　　用

そ の 他 運 用 収 益

減 価 償 却 費
そ の 他 の 経 常 費 用

経　　常　　利　　益

事 業 費
そ の 他 経 常 費 用

保 険 金 据 置 支 払 金
税 金

特 別 勘 定 資 産 運 用 益
そ の 他 経 常 収 益

為 替 差 損

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

保 険 金 等 支 払 金

責 任 準 備 金 等 繰 入 額

給 付 金

預 貯 金 利 息
有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金
貸 付 金 利 息
不 動 産 賃 貸 料

貸 付 金 償 却

そ の 他 利 息 配 当 金

年 金 特 約 取 扱 受 入 金
保 険 金 据 置 受 入 金

有 価 証 券 売 却 益

支 払 利 息
有 価 証 券 売 却 損

責 任 準 備 金 戻 入 額

そ の 他 の 経 常 収 益

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額
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988
891
8
88

15,343
1,097
188

14,058

14,869
15,608
△ 563
1,649
1,085

14,522

科　　　　　　　目 金　　　　　　　額

法 人 税 等 合 計

法 人 税 及 び 住 民 税

特　　別　　利　　益

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額
税 引 前 当 期 純 利 益

そ の 他 特 別 利 益

固 定 資 産 等 処 分 益
償 却 債 権 取 立 益

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

減 損 損 失
固 定 資 産 等 処 分 損

特　　別　　損　　失

 
 

（注） 

１．１株当たり当期純利益の金額は、5,808円91銭であります。 

２．関係会社との取引による収益の総額は1,287百万円、費用の総額は10,238百万円であります。 

３．有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券7,485百万円、株式等12,545百万円、外国証券11,494百万円で

あります。 

４．有価証券売却損の主な内訳は、国債等債券8,172百万円、株式等3,710百万円、外国証券11,599百万円であ

ります。 

５．有価証券評価損の主な内訳は、株式等263百万円、外国証券334百万円であります。 

６．金融派生商品費用には、評価益が35,020百万円含まれております。 

７．支払備金戻入額の計算上、足し上げられた出再支払備金繰入額の金額は９百万円、責任準備金戻入額の計算

上、差し引かれた出再責任準備金戻入額の金額は、６百万円であります。 

８．退職給付費用の総額は2,784百万円であります。なお、その内訳は以下のとおりです。 

勤務費用              2,322百万円 

利息費用                963百万円 

期待運用収益             △330百万円 

数理計算上の差異の費用処理額     △171百万円 

９．当事業年度における固定資産の減損損失に関する事項は、次のとおりであります。 

 (1) 資産をグルーピングした方法 

  保険営業等の用に供している不動産等について、保険営業等全体で１つの資産グループとし、それ以外の賃

貸不動産等及び遊休不動産等について、それぞれの物件ごとに１つの資産グループとしております。 

 (2) 減損損失の認識に至った経緯 

  一部の資産グループについて、市場価格の著しい下落や、賃料水準の低迷等による収益性の低下が見られた

ことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

 (3）減損損失を認識した資産グループと減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳  

 （単位：百万円）

減損損失 
用途 種類 場所等 

土地 建物等 計 

賃貸不動産等 土地及び建物 
秋田県秋田市

など５件 

83 105 188 
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  (4）回収可能価額の算定方法 

  回収可能価額は、賃貸不動産等については物件により使用価値又は正味売却価額を適用しております。 

  なお、使用価値については将来キャッシュ・フローを6.50％で割り引いて算定しております。また、正味売

却価額については原則として、不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額から処分費用見込額を差し引いて算

定しております。 

 
 


